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  （公 印 省 略） 

都における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた 

工事及び設計等業務の一時中止措置等について 

国土交通省より、別添のとおり令和２年２月27日付事務連絡で、「新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」の通知がありました。（別添１） 

つきましては、事務連絡の趣旨を踏まえ、下記のとおり適切に対応をお願いします。 

また、調査、設計、測量等の業務についても、同様の対応をお願いします。 

なお、通年維持工事等、履行されなければ公物管理等に支障をきたすものは、この限りではあり

ません。 

令和２年２月25日付国土入企第52号「施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患

に伴う対応について」においては、通知の趣旨を踏まえ、各局において、それぞれの現場の事情に

応じて、適切に対応をお願い致します。（別添２） 

記

１ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応 

（１） 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、受注者の感染拡大防止の意向を尊重し、

必要な支援を行う観点から、受注者に対して工事又は業務の一時中止や工期又は契約期間の延

長の意向を確認する。 

（２） （１）の結果、受注者から申し出がある場合には、受注者の責めに帰すことができないもの

として、契約書に基づき、工事又は業務の一時中止や設計図書等の変更を行う。 

（３） 一時中止や設計図書等の変更を行った場合においては、契約書に基づき、必要に応じて契約

金額等の変更又は工期若しくは契約期間の延長を行うなど、適切に対応する。一時中止の期間

殿



は、令和２年３月15日までとする。 

なお、必要な経費の積算・工期の設定は、原則、既存の積算基準や工事請負契約設計変更ガ

イドライン等に基づき対応することとする。 

２ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の対応 

   工事従事者又は業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合には、１に

準じて対応する。この場合、一時中止の期間は、他の従事者への感染の状況等を踏まえ、適切に

設定する。 

３ 一時中止措置等に伴う繰越等の措置について 

   １及び２の措置に伴い、工期又は契約期間が年度を越える可能性がある場合には、繰越等の手

続きを行うこととする。 

担 当 

（工事及び設計等業務に関すること） 

財務局建築保全部技術管理課 建築技術担当（内27-641） 

土木技術担当（内27-646） 

（工事及び設計等業務の契約に関すること） 

  財務局経 理 部 総 務 課 契約調整担当（内26-111） 














